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伊 予 市 ・ 中 山 町 ・ 双 海 町 合 併 協 議 会 

第 ２ 回 協 議 会 次 第 

 

日 時 ： 平成１６年５月１３日（木）１４：００～ 

場 所 ： 双海町町民会館 ２階 大ホール 

 

１ 開 会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 報告事項 

  協議会委員の変更について 

 

４ 議 題 

 （１）協 議 

   ① 協議第 ７ 号 新市の名称について 

   ② 協議第 ８ 号 議員定数及び任期の取扱いについて 

   ③ 協議第 ９ 号 組織及び機構の取扱いについて 

   ④ 協議第１０号 新市の事務所の位置（主たる事務所の位置）について 

   ⑤ 協議第１１号 慣行の取扱いについて 

   ⑥ 協議第１２号 各種事務事業（情報公開関係）の取扱いについて 

 

（２）その他 

第３回伊予市・中山町・双海町合併協議会の日程について 

 

 

５ 閉 会 
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伊予市・中山町・双海町合併協議会委員名簿 
 

 氏  名 役職名等 出欠 

○伊予市    

 中 村   佑 市長 出席 

 小 林   茂 助役 出席 

 重 松 圀 右 議長 出席 

 日 野 正 則 議員 出席 

 岡 田 清 満 学識経験者 出席 

 西 岡 義 雄 学識経験者 出席 

 安 田 一 江 学識経験者 出席 

○中山町    

 市 田 勝 久 町長 出席 

 窪 中 修 一 助役 出席 

 井 上 正 昭 議長 出席 

 田 中   弘 議員 出席 

 亀 井 慎 滋 学識経験者 出席 

 高 橋   敏 学識経験者 出席 

 上 岡 幸 子 学識経験者 出席 

○双海町    

 上 田   稔 町長 出席 

 藤 田   稔 助役 出席 

 大 石 寿 淑 議長 出席 

 岡 田 博 助 議員 出席 

 中 嶋 都 貞 学識経験者 出席 

 矢 野 鎭 男 学識経験者 出席 

 富 岡 喜久子 学識経験者 出席 

○顧 問    

 泉   圭 一 愛媛県議会議員 出席 

 松 岡 誼 知 松山地方局長 出席 
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  坪内主任   定刻になりましたので、ただいまから伊予市・中山町・双海町合

併協議会の第２回会議を開会いたします。 

 皆様、ご起立をお願いいたします。 

 一同、礼。 

 ご着席ください。 

 開会に当たりまして、中村会長からごあいさつを申し上げます。 

 

  中村会長   皆さん、こんにちは。 

 風薫る新緑の大変さわやかな時候を迎えました。 

 本日は、第２回の協議会のご案内を申し上げましたところ、顧問

の泉県議さん並びに松岡地方局長さんを初め、皆様方には何かとお

忙しい中をご参集をいただきまして会合が開けますこと、厚く御礼

を申し上げたいと思います。 

 このたび、双海町議会におかれまして議会の構成の改正が行われ

まして、議長さん並びに特別委員長さんの交代がございました。若

松前議長さんには、当協議会の設立、運営にご尽力をいただきまし

たこと、心から感謝を申し上げたいと思います。 

 また、新たにご就任をされました大石議長さんには、引き続き委

員としてお願いするわけでございますが、このたび特別委員長にご

就任をされました岡田議員さんにおかれましても、後ほどご紹介を

させていただきますが、ご就任をお喜び申し上げますとともに、今

後とも当協議会の運営にご支援を賜りますようにお願いを申し上げ

たいと思います。 

 さて、４月から法定協議会に移行をしたわけでございますが、本

日は新市の名称や事務所の位置など、今後、他の協議事項にもかか
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わります基本的な協定項目についてご協議を願うことといたしてお

ります。十分ご協議をいただくことは当然でございますけれども、

当協議会の目的には、合併特例法によるという時限的な課題が前提

でございますので、今後は協議事項もふえてまいりまして委員の皆

様方には何かとご負担をかけると思いますが、よろしくご協力のほ

どをお願いを申し上げます。 

 なお、合併重点支援地域につきましては、１市３町伊予地区の合

併協議会が３月３１日をもって解散をいたしましたため、同日をも

って解除となっておるわけでございます。この１市２町の協議会に

おきましても、指定を受けて県ご当局のご支援を仰ぎたいというこ

とで、昨日、首長、議長の皆さん方にお世話になって、県へ指定の

要望に参ったところでございます。このことについてもご報告を申

し上げたいと思います。 

 以上、お願いとご報告を申し上げまして、簡単でございますけれ

ども、開会に当たりましてのごあいさつといたします。 

 本日は、よろしくお願いします。 

 

  坪内主任   ありがとうございました。それでは、次第の３、報告事項でござ

います。初めに、協議会委員の異動につきましてご報告いたします。 

 

  和田局長   お手元の会議資料１ページをお開きいただいたらと思います。 

 伊予市・中山町・双海町合併協議会委員の異動についてでござい

ます。双海町から届け出があったものでございます。 

 まず、規約第２号委員、これは議長でございますけれども、若松

孝行様から大石寿淑様への異動、それから第３号委員、これは議会
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選出の議員でございますけれども、大石様から岡田博助様への異動

でございます。お二方には、４月３０日付で委嘱申し上げておりま

すので、ご報告いたします。 

 

  坪内主任    それでは、ここでご紹介をさせていただきます。 

 まず、双海町議会議長、大石寿淑様でございます。 

 

  大石委員   大石です。引き続き、ひとつよろしくお願いいたします。 

 

  坪内主任   次に、今回から協議会委員をお願いいたします双海町議会議員岡

田博助様でございます。 

 

岡田（博）委員  このたび議会代表として出てくることになりました岡田です。よ

ろしくお願いいたします。 

 

  坪内主任   それでは、ただいまから議題の審議に入りますが、会議の開催に

つきましては、規約第１０条第１項の規定によりまして、委員の半

数以上の出席が必要となっております。本日は、委員総数２１人に

対し２１人の参加であり、半数以上の委員に出席をいただいており

ますので、本日の会議は成立しておりますことをご報告申し上げま

す。 

 また、報道関係者から撮影の申し出がありましたので、許可をし

ておりますことをあわせてご報告申し上げます。 

 なお、規約第１０条第２項に、会長が会議の議長となると規定い

たしておりますので、会長に議長をお願いいたします。 
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 委員の皆様にお願いがございます。ご発言の際に、挙手をいただ

きましたら事務局職員がマイクをお持ちいたしますので、それをご

使用いただきますようお願い申し上げます。 

 それでは、議題の進行を中村会長にお願いいたします。 

 

  中村議長   それでは、規約に基づきまして議長を務めさせていただきますの

で、よろしくお願いをいたします。 

 議事に入る前に、会議運営規程に基づき、本日の会議録の署名委

員さんを指名させていただきます。 

 本日は、中山町の亀井委員さん、双海町の中嶋委員さんにご署名

をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、次第４、議題の（１）の協議に入らせていただきます。 

 協議第７号新市の名称についてを議題といたします。 

 事務局、説明を求めます。 

 

  坪内主任   それでは、２ページ目をお開きください。 

 新市の名称について、新市の名称について次のとおり確認を求め

る。 

 記以降でございますが、新市の名称については、これからご協議

を願う事項でございますので空白にしております。 

 次のページをお開きください。 

 協議第７号資料、新市の名称の検討について。 

 １、検討の背景、条件等、（１）先進地事例ということで、県内の

合併協議会の事例を挙げております。 

 宇和合併協議会と南宇和合併協議会におきましては、全国公募に
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より候補を４点ないし５点選定し、協議会委員による投票で決定し

ております。 

 宇和島市、吉田町、三間町、津島町合併協議会におきましては、

関係市町の区域内公募により候補を３点選定し、協議会委員による

投票で決定をしております。 

 続きまして、大洲喜多合併協議会におきましては、関係市町の既

存の名称を基本に、関係市町区域内の全世帯を対象にアンケート調

査を実施し、候補を１点に絞り協議により決定をしております。 

 次に、今治市越智郡１１か町村合併協議会におきましては、合併

の方式と合わせまして新市の名称の協議を行い、それぞれの既存の

市町村名を残すようなやり方で名称を協議して決定をしているよう

です。 

 次に、内子町、五十崎町の合併協議会におきましては、事前に事

務所の位置と合わせて調整をしていたようでございます。名称は内

子町、事務所の位置は五十崎町と決定をしております。 

 続いて、（２）伊予市・中山町・双海町の検討背景ということで、

伊予地区合併協議会のときの実績を活用資産として挙げさせていた

だきました。 

 まず、地名においての講演会を開催しております。参考資料とい

たしまして、講師としてお招きいたしました愛媛県民俗学会顧問の

森先生の講演内容を７ページから付けております。 

 次に、住民の皆さんの意向を把握するために、４市町において新

市の名称公募を実施いたしました。途中で中断をいたしましたが、

その時点で既に２，９００件近くの応募があり、このうちから伊予

市・中山町・双海町の有効応募数２，２６９件を活用資産として集
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計したものが、１１ページに付けております新市の名称募集集計結

果であります。 

 次に、（３）として、地方自治法上の規定ですとか地名には当用漢

字自体を用いる、既存の名称と同一、類似する名称を付けることが

できないなどの行政実例等による名称についての留意事項を載せて

おります。 

 次に、６ページをお開きください。 

 ２、決定の方法、手順といたしまして、協議の前提として新市名

称の候補を抽出しなければなりません。この場合、地名についての

講演と新市名称募集集計結果を活用資産として、名称を選定する上

での行政実例等の留意事項を参考に協議をする方法と、新たに公募

条件を調整した上で、公募を実施して資料を収集する方法などが考

えられます。 

 次に、新市の名称の決定方法ですが、１つ目に、委員さんの投票

により決定する方法、２つ目に、この協議会で協議により決定する

方法、３つ目に、新たに公募して、その結果によって件数の多いも

のに決定する方法などが考えられます。 

 ７ページをお開きください。 

 先ほども申し上げましたが、森先生の地名についての講演内容を

載せております。 

 続いて１１ページをお開きください。 

 この表は、伊予地区合併協議会のときに募集したデータをもとに、

伊予市・中山町・双海町のデータを抜き出して集計したものであり

ます。１人当たり１名称限りの募集としていたため、１人が同一名

称を複数応募している作品については、そのうちの１点を有効とし
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て残りを削除して集計をしております。その結果、有効応募数は２，

２６９件、１３１種類の名称となっています。 

 そしてその下の表、市町別応募率を見ていただいたらと思います。

人口規模の大きい市の意向が全体の中で優位に作用しないように、

３市町の実件数にそれぞれウエート値を掛けて補正した表にしてい

ます。伊予市が、実件数１，９６８件に対しまして補正件数１，７

０８件、中山町が、実件数１５７件に対しまして２５４件、双海町

が、実件数１４０件に対しまして３０３件となります。 

 その右の表には、寄せられた名称のうち上位１０作品ごとに実件

数にウエート値を掛けた補正件数を集計しています。結果はご覧の

とおりです。 

 参考に、市町別の上位１０作品についても集計していますので、

ご参考にお目通しをいただいたらと思います。 

 以上で説明を終わります。 

 

  中村議長   ただいま、事務局から新市の名称についの説明をいただきました。

候補名称の選び方、あるいは名称の決定の仕方についてご質問、ご

意見等がございましたら、どなたからでも結構です。ご発言を願い

たいと思います。 

 高橋委員さん。 

 

  高橋委員   これ、一応、新しく出発をし始めたところでございますので、や

はり公募をしていただいたらと思います。また理由としまして、こ

の公募の方法、いえば合併において住民参加ができる唯一の場であ

ると思っております。 
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 それと、このデータを見ますと、公募は約６％の回収率、これで

は住民の意思が反映されてないのではないかと私は考えます。とい

いますのは、一応、１２月に伊予市離脱ということで様子を見てお

る方が多かったんじゃないかと思いますので、再度公募をしていた

だく方がいいのではないかと。 

 それから、この新しく合併する目標として、地域内分権による地

域住民参画と協働というふうな目標を掲げておりますので、そこら

辺でもやはり一応、公募をしていただいた方がいいのじゃないかと。 

 それと最後に、この離脱問題に対しての説明会のときに、住民か

らの強い意向で、住民は結果を見て、あと説明されるだけかという

ような意見も出たということがありますので、やはり住民参加の唯

一の場であるこの名称に関しては、やはり再度公募していただくの

が一番住民に対しても親切じゃないかと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

  中村議長   ただいま、高橋委員さんからあのようなご発言がございました。 

 中嶋委員さん。 

 

  中嶋委員   私も前の公募の件が、どうしても今中山町さんも言われましたよ

うに中断しているということが一番気になります。結果はともあれ、

これが締め切りが過ぎているんであれば、かなり有力な資料になっ

ていくと思いますが、中断しているということ、それともう１点は、

これも言われておったようでございますが、やはり新たな気持ちで

住民が参加していく、これが唯一の機会じゃないかなというふうに

考えております。 
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 細かいことは、まだいろいろあろうかと思いますが、大まかに言

ってこの２点でもって、方法は別として公募という道をとっていた

だきたい、そのように存じます。 

 以上です。 

 

  中村議長   ただいま、お二人の委員さんからあのように再度公募すべきだと

いうご意見でございました。 

 ほかにご意見ございませんか。 

 日野委員さん。 

 

  日野委員   私は、以前にせっかく、１市３町のときではございますけれども、

公募した経緯がありますので、それを利用していくというのも１つ

の方法かなというふうに考えておったわけですが、きょうのご発言

の中で、中山町さん、双海町さんが、１市２町でスタートするんだ

ということ、そしてまた前回の公募が締め切りまでいかなかったと、

そういう理由から今回改めて公募すべきであるというふうなご意見

がございました。私は、それに対して賛成をいたしたいというふう

に思います。 

 

  中村議長   それぞれの市町の方々からあのようなご発言がございました。 

 ほかにございませんか。 

 ないようでございますので、再度公募をするということのご賛同

が得られたということになろうかと思いますが、このことについて

そのように方向を決めて結構でございましょうか。 
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（「異議なし」の声あり） 

 

  中村議長   はい。それでは、再度公募をするということにしたいと思います

けれども、公募の方法、そして決定事項等についてどのような方法

をとるか、前回のいわゆる取り決めがございました。そのことにつ

いて、再度皆さん方にお示しをして、そして訂正するところは訂正

し、ということで進めさせていただきたいと思いますので。 

 はい、事務局どうぞ。 

 

  坪内主任   それでは、追加資料がございます。公募に関する追加資料をお配

りしたいのですが、よろしいでしょうか。 

 

  中村議長   どうぞひとつ配ってください。 

 資料が回りましたので、事務局、説明を求めます。 

 

  坪内主任   それでは、２枚ものの追加資料、協議第７号追加資料ということ

で、まず１番目としまして、新市名称公募要領について。この表は、

伊予地区合併協議会公募要領を左側に載せております。これを参考

にしていただいて、今回、当協議会での公募要領というのを本日で

きれば確認していただきたいということで挙げさせてもらいました。 

 ２枚目が、今度は公募をした後に、新市の名称の候補を選考する

基準について、これも伊予地区合併協議会のときに選考基準という

のを設けております。これを参考にして今回、皆さんにご確認をい

ただきたいということでお配りをしたものです。 

 ３番目に、決定の方法ということで３種類挙げさせてもらってお
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ります。 

 それでは１ページ目、公募の範囲でございます。 

 関係市町区域の住民から公募をいたしました。応募資格、これは

年齢制限等を設けない。だれでも応募可ということにしております。

公募方法は、チラシの専用はがきのみの記入で応募いただいており

ます。条件といたしましては、１人１名称限りということです。公

募期間は約１か月間とりました。懸賞は設けておりません。周知方

法は、協議会だより、合併協議会ホームページ、各市町の広報誌、

各市町のホームページで周知をいたしました。 

 次のページをご覧ください。 

 選考する基準についてということで、伊予地区合併協議会のとき

には選考方法といたしまして、新市の名称の候補は応募名称の中か

ら３名称を小委員会において協議により選考し、合併協議会に報告

するものとするとしております。選定に当たっての留意事項は、住

民の意向を反映するために、応募数を最も重要な選考基準とする。

ただし３名称のすべてを応募数の多寡により選考するのではなく、

新市にふさわしい名称がある場合には協議により選考する。その他

といたしまして、新市の名称の選考に必要な事項は、新市の名称選

考小委員会の協議によりこれを決めることとする。 

 ３番目といたしまして、決定方法ということで３種類上げさせて

いただいております。まず１つ目が、委員の投票による決定、２つ

目、協議により決定、３番目といたしまして、公募の結果により件

数の多いものに決定するというこの３種類が考えられると思います。 

 以上です。 

 



 
 
  発言者               議題・発言内容 

 14

  中村議長   これは前回の伊予地区合併協議会の公募の内容でございました。

若干、今回変わりますのは、いわゆる期日が余りないということで、

この公募期間１か月がとれるかどうか、あわせまして小委員会は今

回はございませんので、どういう決め方をするかということが前回

とは変わると思いますが、そのあたり含めて事務局としてどれぐら

いの猶予がとれるか、もし、こういうことで公募するということに

なったらあれですので。 

 事務局。 

 

  坪内主任   まず、事務局として考えております一つの案をお示ししたいと思

います。 

 きょう、この公募要領等を確認できましたら、今度の６月の広報

と一緒に各世帯に配布したいと考えております。できましたら、約

２週間ほどの募集期間ということで、６月末までには集計をいたし

まして、７月の次回協議会までに報告できるようにしたいと考えて

おります。 

 参考に、アンケート調査にかかる経費ですが、アンケート調査の

チラシ印刷、２色刷りで２万部刷ったといたしまして７万９，８０

０円ほどかかろうかと思います。ホームページ上の応募フォームと

いうことも考えるのでしたら、インターネット、電子メール集計ソ

フトというのがございます。これが約１１万円ほどかかる見込みで

おります。それと、郵送で対応した場合、前回約２，０００通ほど

集まっておりますので、この公募実績に試算をいたしております２，

０００通掛ける６５円で、１３万円ほど郵送で対応すればかかる見

込みであります。 
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 以上です。 

 

  中村議長   今、合併協議会事務局の方からあのような、もし、今じゃなしに

公募するんであれば、そういうぐらいの期間が欲しいということで

ございます。いわゆる６月の広報誌に載せ、あわせて応募用紙も入

れるということで、約２週間の後に締め切って６月中に集計をする

ということであります。 

 経費が、今申し上げましたように３２万円ちょっとですね。ほか

のことについては新たに補正を組んでも結構だと思いますが、今申

したように期間が、いわゆる２週間程度、それから委員は小委員会

がございませんので、いわゆるこの協議会で決定をするということ

になろうかと思います。それまでの事務処理は、いわゆる協議会事

務局並びに、できれば助役中心の幹事会でご集計をいただくという

ことでどうでしょうかと思うんですが。そのあたりについて皆さん

方のご意見をいただきたいと思います。 

 それでは、一つ一つ確認をしていきたいと思います。 

 公募範囲内については、前回と同じように関係市町区域内の住民

ということでどうでございましょう。 

 

（「はい」の声あり） 

 

  中村議長   それで、だれでも応募できるということで、年齢制限なし、この

ことについても問題ないと思いますね。 

 それから、チラシの専用はがき、１人１名称限り、このこともよ

うございますか。 
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（「はい」の声あり） 

 

  中村議長   はい。そして公募期間が２週間ということがどうでしょうかとい

うことですね。最大限、もうこれ以上は延ばせないというのか、こ

のことについて。 

 亀井委員どうぞ。 

 

  亀井委員   各町で広報誌の配布時期が違うんじゃないですかね。構わないで

すか。前回何かそんな話が出ておったと思うんですけど。 

 

  中村議長   ちょっと待ってください。 

 

  坪内主任   中山町は、２０日過ぎの配布ということになっておりますが、今

回、この応募チラシを１日付で配布していただけるようご配慮して

いただけるようになっております。 

 

  中村議長   ということで、同じに合わせるということのようなんですが。 

１日より早くはできんのかね。５月３１日というような日もある

んですが。 

 

  中村議長   はいどうぞ。 

 

  坪内主任   一応、開始日を設けてないのは、そういった意味で多少２、３日

は誤差があろうかと思います。それで、最大限２週間程度を締め切
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り日ということで設定したいと考えております。 

 

  中村議長   そのあたりお任せいただきましょうか、約２週間ということで。 

 はい、それから懸賞は設けない、このことについても異議ないで

すね。 

 周知方法は、ア、イ、ウ、エの４つ。 

 それから次のページにまいります。 

 選考方法、先ほども申しましたように、幹事会と事務局の方で整

理をしていただいて、我々の協議会にご報告をいただくということ

でございますけれども、最終決定を委員の投票により決定するか、

下の３つの方法がございましょう。協議により決定、公募の結果に

より件数の多いものに決定するとかいうようなことがあるわけです

が、前回はこの選定に当たっての留意事項ということで、必ずしも

応募の多いものを選ぶんではないということもうたっておったわけ

ですが、このあたり含めてご意見をいただきたいと思います。 

 

（意見なし） 

 

  中村議長   それではご意見もないようでございますので、この選考する基準

につきましては、前回に準じてやるということでご了解をいただき

たいと思います。 

 そして決定方法についてだけはここで決めておきたいと思います。

ア、イ、ウと３つがあるんですが、委員の投票により決定するとい

うことと、協議により決定をする、公募の結果により件数の多いも

のに決定をするということでございますが、このことについてどの
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ように皆さんお考えでしょうか。 

 委員の投票にしますか、結果を見て。大体こういうことはよそも

やっておるようですがね。 

 事務局、決めとかん方がええのか、その辺も含めて。 

 

  和田局長   公募要領につきましてはご決定いただきましたので、早速、事務

的な作業に入らせていただいたらと思います。その集計もご一任い

ただくということでお願いをしたらと思います。７月の協議会には

ご報告をしたいと。そのときに、決定方法を決めていただいておれ

ば、それに応じた集計、資料の作成もできるかなということを考え

ておりましたけれども、実際に集計した内容も見て検討したいとい

うようなこともございましたら、とりあえずその集計の結果をご報

告して、また協議していただくということも可能かとは思います。 

 ただ、ここで選択肢としては、投票するか協議をするかというこ

とになろうかと思います。先進事例を見ましても、投票をしておる

ところと、それから候補の絞り方によっては協議で決めておるとい

うどちらの事例もございます。それが事前に決めていただけるのか、

やはり集計の結果を見て決定の方法も考慮した方がいいんではない

かとそういう考えもあるようでしたら、まず集計ができた段階でご

報告させていただくということも考えられるかと思います。そのあ

たりでご審議をいただいたらと思います。 

 

  中村議長   田中委員さん。 

 

  田中委員   一応、公募をするのですので、最初に決定方法も決めておくのが
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よいのではないかと思います。私といたしましては、イの協議によ

り決定するということがよかろうと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 

  中村議長   田中委員さんは、委員の協議により決定ということで、ここでオ

ープンの中で決めるということであります。いいですか。 

 どうぞ、西岡委員さん。 

 

  西岡委員   伊予の西岡です。決定の仕方は、田中委員さんは協議によって決

定すると言われたんですが、最終的にはやはり投票によって決定す

るというのがいいんじゃないかと。そういう協議は構いませんよ。

いろいろ判断する上で協議をするということは大事なことですし、

いろんな資料を参考にするということは大事なことですから、それ

は大いに結構ですが、最終的な判断は投票によって自分の意見を出

すということが私はいいと思います。 

 

  中村議長   ２つに分かれました。どうしますかね。 

 岡田委員さん。 

 

  岡田委員   双海の場合も協議により決定ということを、それで決着がつかん

場合はどうするぞという心配もあります。その場合は投票と。第一

段階は協議でどうであろうかという意見であります。 

 

  中村議長   折衷案が出ました。いわゆる協議をしてまとまらない場合は、投

票すると。このような決定にさせていただくんやったらいいかなと
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思いますが。 

 それじゃそのようなことで、いわゆる協議でできるだけ決めたい

が、決まらん場合には投票をするということにさせていただきます。 

 はい、どうぞ。 

 

  坪内主任   もう一つご確認いただきたいことがございます。 

 応募方法ですが、こちら前回は応募チラシに応募専用はがきとい

うのを、返送は料金後納払いで協議会の方でお支払いするという形

をとらさせていただいておったんですが、今回、やはりそのような

応募専用はがきということでやるのか、応募専用用紙ということで

各公共機関に応募箱を設置して、そこへ投函してもらう方法と２つ

考えられますし、また両方併用してやる方法もあると思いますので、

そこらあたりご確認をお願いいたします。 

 

  中村議長   今の事務局から説明をいたしましたのは、いわゆるはがきを切手

を使わない方法と使う方法とがあるということですが、これでまず

先ほどの計算では１３万円ぐらいということで見ておったんでしょ

う。どちらも併用することがええやろうね。前回と同じような形で

切手いうか、料金後納郵便を使うものもあってもいいんじゃないか

と思いますが、いかがでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

  中村議長   そうしたら、前回と同じような方法をとりたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 
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 この件につきまして皆さん、ようございますか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

  中村議長   それでは、次に協議８号議員定数及び任期の取扱いについてを議

題といたします。 

 事務局から説明を求めます。 

 

  坪内主任   それでは１２ページをお開きください。 

 議員定数及び任期の取扱いについて。議員定数及び任期の取扱い

について、次のとおり確認を求める。 

 記以降でございますが、議員定数及び任期の取扱いについてはこ

れからご協議願う事項ですので空白にしております。 

 次のページをお開きください。 

 参考資料といたしまして、３市町の議会の状況を上げております。

議員定数につきましては、伊予市が法定数２６人、条例定数１８人、

中山町が法定数、条例数ともに１４人、双海町が法定数１８人、条

例数１４人という状況でございます。 

 ここでご訂正をお願いいたします。下の表から３段目の議会事務

局の職員数の欄の中山町の専任職員１人、臨時職員１人になってお

りますが、臨時職員を削除していただきまして、専任職員の数が２

人となります。申しわけございません。 

 それでは、次のページをご覧ください。 

 議員定数等の検討手順を表にしております。当協議会におきまし

ては、合併の方式は新設対等合併とすることで確認されております
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ので、各市町の議会議員の合併の日の前日をもって身分を失うこと

になります。そこで、まず合併特例法の特例を適用するか否かを決

定していただいてから、新市の議会議員の定数を協議、設置選挙時

に選挙区を設けるか否かを決めていただくような協議の流れになっ

ております。 

 次のページをお開きください。 

 ここには参考資料といたしまして、選挙区ごとの定数についての

一覧表を付けさせていただきました。まず最初の表が、選挙区を設

ける場合、各市町の人口に比例して配分した場合の表でございます。 

 次のページから１８ページまでの表が、設置選挙時に選挙区を設

けるという決定がなされた場合、定数を均等に配分し、残る議員定

数を人口に比例して配分した場合の表になっております。 

 以上で説明を終わります。 

 

  中村議長   ただいま議員定数及び任期の取扱いについて、事務局から説明を

いたさせました。この件につきまして、それぞれ特別委員会を皆さ

んお持ちのようでございますが、そのことも含めましてご意見を賜

りたいと思います。 

 議長さんに願うのがええのかな、特別委員長さんに願うのがええ

のかな、ご発言を。 

 田中委員さん。 

 

  田中委員   中山町の田中ですけれど、中山の方の特別委員会におきましては、

じっくりと時間をかけた中で２回、３回する中で決定をしていきた

いということで、現在のところ全員の方のそれぞれの考え方の整理
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なり情報交換ということでとどまっておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 

  中村議長   まとまっていないということですか。 

 

  田中委員   現在のところは。 

 

  中村議長   はい。 

 岡田委員さん。 

 

岡田（博）委員  先日、１０日に会を持ちまして、これもいつまでも延ばすわけに

はいくまいということで、一応、特例法は適用しないと。その後の

ことについては、またほかの方が言っていたただいたときに、また

言います。 

 

  中村議長   双海町さんは、特例は適用しないということだけは決めたようで

ありますが、伊予市の委員さん。 

 

  日野委員   伊予市の特別委員会といたしましては、本問題は中山町さん、双

海町さんあたりの意見を聞く中で、そういったものを持ち帰ってや

っていく方がベターではないか。最初にうちの方から、うちはこう

いう線を出しましたというふうになりますと、見方によりますと非

常に何と申しますか、無理があってもいかんなというふうな意見も

ありましたので、そういうふうなつもりでおります。 
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  中村議長   ということでして、できれば特例の問題と選挙区の問題ぐらいは

決まるんかなと思っておったわけですが、どうもそこまで無理でし

たら、次回へ持ち越さざるを得んと思うんですが。 

 小委員会がないんですから、一般の委員さん方もどうぞ発言して

くださいよ。このことについては別に議会に任さないかんというこ

とはないんですから。 

 はい、どうぞ。 

 

  重松委員   それぞれ特別委員長さんの方からご報告という形でご意見がご

ざいましたが、私も議会の立場の者といたしまして、あのようなこ

とですので、それではいつまでに結論をもって、いつの協議会で決

めるかという、その辺をちょっと協議しておいてもらったらと思い

ますが。 

 

  中村議長   今、伊予市の重松議長である重松委員さんからあのように、いわ

ゆる時期について、できれば次回に結論を出すとか、もう１カ月延

ばすべきかというようなこともあるわけですが、６月議会を皆さん

それぞれ踏まえておりますので、それを越えるということになると

７月の会になりますね。そこを６月で次の第３回でできるのか、こ

の辺の見通しを特別委員長さん、話してみてくれますか。 

 田中委員さん。 

 

  田中委員   中山町といたしましては、次の会に特例を使うか使わんかという

ことと、選挙区の問題を決めまして、その後の７月にできましたら

最終的な人数を決めさせていただいたらと思いますので、あと２回
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程度時間をいただきたいと思っております。 

 

  中村議長   はい。岡田委員さん。 

 

  岡田委員   双海の場合は、これ住民の方にアンケートをとる必要もないし議

会で決めたんでできるということで、大体の結論は持っております

ので、なるべく早い時期にお願いしたいなと思っておりますが。 

 双海は一応の結論は持っております。 

 

  中村議長   ６月でもいいということですね、次の会でも。 

 伊予市。 

 

  日野委員   伊予市としては、６月の協議会に間に合うように努力をしてまい

りたいというふうに思いますが、先ほどの中山町さんのご意見の中

で、議員定数については７月にできたらというご意見がございまし

たが、先ほど申しましたように、中山町さん、双海町さんあたりの

意向も踏まえた中で、伊予市としては定員については慎重に審議を

したいという考え方がありますので、できましたら６月の協議会の

ときに間に合うようにしていただければ幸いでございます。 

 ６月の協議会までにおたくの方の線を出していただければ幸いで

ございます。 

 

  中村議長   そうしたら、伊予市もそれに合わせるわけですか。 

田中委員さん、あないに言いよるが。双海町は６月でも大丈夫な

ようやから。 



 
 
  発言者               議題・発言内容 

 26

 はい、どうぞ、田中委員さん。 

 

  田中委員   ６月に結論が出ますように６月の協議会で。といいますと結論が

出ますように頑張ってみますので、よろしくお願いいたします。 

 

  中村議長   わかりました。それでは、それぞれの特別委員会の委員長さん方

のご意見も踏まえまして、できれば６月の次回の協議会にいわゆる

特例を使うか使わないか、それから選挙区の問題、あわせて議員の

定数について確認をしたいと思いますので、精力的に頑張っていた

だきたいと思います。終わります。 

 次、協議第９号組織及び機構の取扱いについてを議題といたしま

す。 

 事務局、説明を求めます。 

 

  西岡主任   それでは、資料の１９ページをご覧いただきたいと思います。 

 協議第９号組織及び機構の取扱いについて。組織及び機構の取扱

いについて、次のとおり確認を求める。 

 記以降でございます。組織及び機構の取扱いについて。 

 新市の組織機構については、３市町の現有の庁舎を有効かつ合理

的に活用することを前提に、次の新市における組織機構の整備方針

に基づき整備するものとする。ただし、新市においては常にこの組

織機構を見直し効率化に努めるものとするとしております。 

 新市における組織機構の整備方針ですが、これには、次の基本方

針と、それに関しての個別整備方針に分類しまして提案させていた

だいております。 
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 まず、基本方針ですけれども、次の６つの事項を基本方針として

新市の組織機構の整備を図ります。 

 （１）住民サービスの低下を来さないよう配慮した組織機構。 

 （２）住民の声を適正に反映することができ、住民が利用しやす

い組織機構。 

 （３）簡素で効率的な組織機構。 

 （４）指揮命令系統がわかりやすく責任の所在が明確な組織機構。 

 （５）地方分権や新たな行政課題に柔軟かつ速やかに対応できる

組織機構。 

 （６）新市建設計画を民主的かつ能率的に遂行できる組織機構、

としております。 

 次に、個別整備方針といたしまして、合併による激変を緩和しス

ムーズな新市への移行を図るとともに、一体性の確保と住民自治を

推進するため、次の方針により組織機構の段階的整備を図ることと

いたします。 

 （１）といたしまして、新市の事務の方式は伊予方式とし、主た

る事務所と地域事務所を置く。 

 （２）地域内分権と行政組織内分権を基本とした組織機構とする。 

 （３）事務の分配についてはできる限り簡素化・統合化を行い、

機能本意の弾力的な組織化を行う。 

 （４）権限の割り当てについては、権限と責任を一致、均衡させ

ることを基本とし、職務執行の権限と責任はできる限り当該職務を

担当する部門に委譲する。 

 （５）現有庁舎を有効かつ合理的に活用するため、主たる事務所

はいずれかの地域事務所に置く、という調整方針をご提案するもの
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であります。 

 まず、この協定項目につきまして、基本的な事項についてご説明

させていただきたいと思います。 

 新設対等合併の場合には、合併関係市町村がすべて消滅するため、

その組織機構も消滅することになります。そのため、新市の組織機

構につきましては、地方自治法を初めとします各種行政組織に関す

る法令等により合併時に設置することとなりますが、合併後の事務

執行に支障がなく、円滑な行政執行ができるようにあらかじめ協議

しておくことが必要であることから、ご協議いただくものでござい

ます。 

 組織機構の取扱いにつきましては、組織機構の設置の基本的な方

針につきましてご協議をいただき、それを受けまして詳細な組織機

構を合併時までに策定することとしております。この理由といたし

ましては、組織機構の策定につきましては、１市２町のあらゆる組

織機構に関する詳細なデータなどの整理や、合併に伴います事務室

のレイアウトの検討などに相当の期間を要することとなりますので、

基本的な方針をご確認いただき、方針に基づく組織機構を合併時ま

でに策定するためでございます。 

 先進地の事例を見ましても、同様の事由により基本的な方針のみ

を確認していただいているような状況でございます。 

 この調整案につきましては、既にご確認いただいております事務

の方式、伊予方式、総合支所を基本とした新しい方式に基づきまし

て策定いたしました整備方針でございまして、この方針に基づきま

して、総務専門部会で協議、検討した具体的な組織機構が、次のペ

ージ２１ページ以降となっておりますので、ご説明をさせていただ
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きたいと思います。 

 ２１ページですけれども、新市の組織機構、伊予方式でございま

す。 

 １、概要、仕組みですけれども、郷
くに

づくりの基本理念、自立、共

生、協働、交流の実現を図るため、各市町村の現庁舎を地域事務所

とし住民に直結したサービスを提供するとともに、住民との協働の

まちづくりを推進する拠点と位置づける。また、各地域単位で住民

自治の確立と地域自治組織による地域づくりを目指し、行政はその

支援体制を整備する。なお、行財政の効率化、適正な職員配置、定

員の適正化、住民共同参画等の改革に取り組むといたしております。 

 ２つ目として、行政組織でございますけれども、これは伊予方式

でご確認いただいておりますとおり、アの主たる事務所、イの地域

事務所を設置するということで、その役割、組織についてでござい

ます。 

 まず、主たる事務所の位置でございますけれども、これにつきま

してはこの後、ご協議もいただくこととなりますけれども、まだ決

まっておりませんので空欄としております。 

 機能についてですけれども、①といたしまして、企画、総務、税

務等管理部門、各部統括部門、広報広聴、産業振興、都市計画、議

会、その他、新市全域に係る統一的業務及び対外的業務を行うこと

といたします。 

 ②市の施策、立案、実行、検証体制、組織管理、法制、職員研修

などの中核部門を一元的に統括する機能を設置する。 

 ③としまして、地域事務所間の相互調整機能を有する。 

 本庁の主な役割といたしまして、①市全体に係る政策の企画立案、
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例規の整備、予算編成、組織人事管理等。 

 ②地域事務所等の相互調整及び新市としての一体的な推進に向け

た対応。 

 ③といたしまして、○○となっておりますけれども、地域事務所

の機能ということでございます。これにつきましては、主たる事務

所は先ほど個別協議整備方針にもございましたように、いずれかの

地域事務所に設置するという方針といたしておりますので、主たる

事務所においてもこの地域事務所機能を有するということにしてお

ります。 

 イの地域事務所につきましては、設置、総合的な機能を有する事

務所を設置する。名称はそれぞれの各市町の庁舎として、何々市○

○地域事務所とするということとしております。 

 位置づけといたしましては、地域に身近な住民サービスの提供、

地域文化の育成・支援を行い、住民と協働によるまちづくりの拠点

施設とする。 

 地域事務所の主な役割といたしまして、①住民の窓口サービス、

②福祉、健康、教育、環境等の住民サービス、③地域の所管する建

設、水道、農林等の工事、④住民の意見が直接反映できるシステム、

⑤地域住民のコミュニティーや連帯感の醸成、⑥地域住民のまちづ

くり活動の支援、⑦参画と協働によるまちづくり、ということで、

住民自治を推進するための組織といたしております。 

 権限といたしましては、条例、規則等に基づく事務処理等専決権

により、地域内の施設維持管理、地域に密着した事務事業等の執行

を行うことといたしております。 

 続いて、右の２２ページ３ですけれども、住民自治組織でござい
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ます。これが、この組織におきまして政策を実現するための重要な

組織といたしております。 

 設置につきましては、住民と行政の信頼関係を維持し協働体制を

確立するため、住民自治組織の醸成と推進を図る。役割といたしま

して、当該地域における住民に身近な事項について市長の諮問を受

け調査、審議し答申するということで、当協議会におきましては、

合併特例法に規定されております地域審議会を設置しないというこ

とがもう既に決定されておりますけれども、その役割を担うのがこ

の住民自治組織になるものでございます。 

 ４、新市の組織機構構築への手順。住民組織、住民自治のあり方

について、各種行政サービスの一元化期間や、住民としてとの協働

のまちづくりの気運醸成期間等を考慮し、合併後おおむね５年間で

段階的に移行していくものとする、ということを考えております。 

 下の表をご覧いただきたいんですけれども、まず第１期といたし

まして概ね１年目から３年目、第２期を概ね４年目から５年目、第

３期を概ね６年目以降といたしております。 

 まず、第１期につきましては、暫定的な組織機構の期間といたし

まして、目的をスムーズな新市への移行を進める、住民サービスや

制度の一元化を進める、職員数の見直しを進める、行政と住民の協

働体制の検討推進を行う。特徴といたしましては、合併時は管理部

門及び広域にわたるもので対外的なものを除く事務事業を行う。順

次、事務事業の調整状況に応じた組織機構へ移行していく。定員適

正化計画を策定し職員数の見直しを進める。住民との協働、拠点機

能を検討する。住民との協働体制につきましては、地域事務所を通

じ住民の意見等を集約、住民と職員との協働体制を整備するという
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ことといたしております。 

 第２期目につきましては、目標とする組織機構に向けた経過的な

期間といたしまして、目的を事務事業の統合管理、地域住民のコミ

ュニティーや連帯感の醸成、地域住民のまちづくり活動機運の醸成、

新市の一体化と旧市町事業の整理を目的といたしまして、特徴とし

て、概ね本庁と地域事務所の形、役割分担が整ってくる、それから

住民との協働のまちづくりの気運を高める、住民組織、団体サポー

ト体制の整備、それから引き続き組織の見直し、職員数の見直しを

行う。住民との協働体制といたしまして、地域事務所による住民の

意見の集約、住民組織との協働体制の拡充、住民自治充実のための

仕組みづくりといたしております。 

 続きまして、第３期目につきましては、新市組織機構の完成とい

うことで、安定的な運用を行うということになります。目的として、

一体性を持った住民サービスの提供、そして住民との協働によるま

ちづくり機能を持った地域事務所を構築する。特徴といたしまして、

本庁地域事務所の組織機構の定着、地域住民組織の自治拠点の配置、

地域住民自治サポートの体制の整備。そして住民との協働体制とし

て自治体の事務を協働で行う住民組織の設置、地域自治組織の設置

ということにしております。 

 このように、１期、２期、３期と急激な変化を避けるため段階的

な整備を考えていくことといたしております。 

 この下に模式図をお示ししております。左の図の方が本庁でござ

いまして、こちらは本庁は地域事務所と統合するということで、そ

の本庁と右地域事務所を情報ネットワークで接続し、リアルタイム

な情報の提供を行っていく。そして地域事務所につきましては、総
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合支所、総合的なサービスを行う、また住民自治、それから住民意

見の集約等を行うということとしております。 

 具体的には、次のページに組織機構がございますので、そちらの

方をご覧いただきたいと思います。 

 まず２３ページですけれども、２３ページの方が現状の組織機構

図でございます。 

 まず伊予市役所につきましては、職員数、上に職員、臨時、嘱託、

パートというふうに記載しておりますけれども、これは幼稚園、そ

れから給食センター、そういった出先の機関の職員もすべて含みま

した人数でございます。合計３８９人体制でございまして、伊予市

役所は現在１９課ございます。中山町につきましては、職員数１３

０人、課としては１１課制で行っております。双海町につきまして

は、職員数１０１人、１１課体制でございまして、これにつきまし

ては、現状でございますので、説明を省略させていただきたいと思

っております。 

 次に、右の組織機構図、これが新市の組織機構図案でございます。

まずご覧いただいてわかりますように、新市の組織につきましては

部制ということで、全体で８部、３０課の体制で行うということと

しております。 

 まず１番左の主たる事務所につきましては、総務部、民生部、産

業建設部、議会事務局、教育委員会を部といたしまして５部１５課

により行う。総務部には、総務調整課、パートナーシップ推進課、

企画財政課、税務課の４つの課を設置する。民生部につきましては、

福祉課、健康保険課、市民生活課の３つの課を設置する。産業建設

部につきましては、産業経済課、都市整備課の２つの課を設置。そ
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れから課といたしまして会計課、水道課の設置。 

 それからその下の行政委員会につきましては、事務所の事務の方

式のご確認の際にご覧いただいたと思いますけれども、主たる事務

所に集約するというふうに決定をいただいておりますので、この行

政委員会の組織機構につきましては、業務の特殊性や地域性などを

考慮しながら原則、整備統合を図りまして主たる事務所に設置する

ということといたしております。 

 その中でも農業委員会事務局につきましては、課と位置づけまし

て、住民からの申請などに窓口として対応するため各地域事務所に

担当を配置するというふうにいたしております。 

 それから教育委員会事務局につきましては、学校教育課、社会教

育課を主たる事務所におきまして、各地域事務所に伊予分室、中山

分室、双海分室と各地域事務所に分室、これは仮称でございまして

一応位置づけは課の位置づけになろうかと思いますけれども、設置

するということになっております。 

 続きまして、地域事務所のご説明ですけれども、まず伊予地域事

務所を代表してご説明させていただきたいと思います。伊予地域事

務所につきましては、地域事務所自体を一つの部としてとらえてお

ります。そして１部５課制ということで、総務調整課、保健福祉課、

市民生活課、地域振興課の４つと教育委員会の分室、合わせまして

５課というふうになっております。 

 職務内容につきましては、総務調整課が庶務、安全防災、広報広

聴、そして会計業務であります出納、それから参画協働、それから

人権対策、男女共同参画、住民国保税、収納整理、固定資産税の税

務関係を配置いたします。保健福祉課につきましては、高齢者福祉、
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障害者福祉、生活保護、児童福祉、保健センター、国保・介護保険

関係の業務となっております。市民生活課につきましては、環境、

衛生、住基戸籍、国民年金の業務。地域振興課につきましては、農

林水産、土地改良、商工労働、観光、土木、港湾、建築住宅、下水

道、公園緑地、法定外公共物管理、地籍情報管理、それから農業委

員会の担当を配置するようにしております。 

 以上、そのほか各地域事務所につきましては、現在の事務、つま

り住民サービスをすべて行える組織を配置するということが基本と

なって組織機構を策定しております。中でも中山地域事務所、また

双海地域事務所におきましては、それぞれ支所がございますけれど

も、それもそのまま設置するということでこの中に入ってございま

す。 

 この組織機構につきましては、まだ方向性を示しているところで

ございまして、この後、主たる事務所といずれかの地域事務所を統

合するということもございます。実際そうなりますと、この組織機

構を大きく見直すことにはなると思いますけれども、まず、これを

基本として行うというところで案として上げさせていただいており

ますので、ご了解をいただきたいと思います。 

 それでは次のページをご覧ください。 

 次のページにつきましては、先ほど申しましたけれども組織機構

の関係法令、地方自治法を抜粋して掲載させていただいております。

また参考としてご覧いただいたらと考えております。 

 この組織機構の協議項目ですけれども、この協議項目につきまし

ては、まず電算システムの統合、また事務事業の一元化、さまざま

な業務にかかわりがございます。できますことなら早いご決定をい
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ただきたいと。そして次の段階への事務、これを基本とした事務を

進めていきたいと考えておりますので、ご審議をいただきますよう

よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

  中村議長   ただいま事務局から、組織及び機構の取扱いについてご説明を申

し上げました。 

 このことについて、皆さんのご意見やご質問を受けたいと思いま

す。 

 はい、亀井委員さん。 

 

  亀井委員   中山の亀井です。 

 １９ページなんですが、組織及び機構の取扱いについてというこ

とで、３市町の現有の庁舎を有効かつ合理的に活用することを前提

にとうたわれておるんですが、建設計画の中には庁舎というものが

２か所で入っているんですけれども、ここで書いている現有庁舎を

利用する、活用するというのはどういう内容で書かれているんでし

ょうか。 

 

  中村議長   だれが答えるんかな。 

 事務局。 

 

  西岡主任   ここに書いております３市町の現有庁舎と申しますのは、今ある

庁舎をそのまま利用する。またこれにつきましては、先ほど申しま

したように、地域事務所と主たる事務所を統合するということも考
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えられます。ですけれども、一応、今の事務所でできるのではない

かという案でございまして、もし難しければ多少の増改築等は必要

かと思いますけれども、そういう意味で現有の庁舎というふうにこ

こでは書かせていただいております。 

 

  和田局長   ちょっと補足させていただいたらと思います。 

 今の亀井委員さんのご質問では、建設計画あたりでも庁舎建設、

あるいは改修というようなことも協議しておく必要があるんじゃな

いかというようなご指摘だったかとも思います。今の新市の設置に

おきましては、現有の庁舎をまず活用しようということが前提であ

ります。 

 いずれもといいますか伊予市、中山町の庁舎におきましては特に

老朽化しておりまして、そうしますと建設計画の期間、これ１０年

間となっておりますけれども、その期間中には何らかの改修なり手

を入れる必要も出る可能性がございます。そういう意味で、建設計

画の方には庁舎の改修なり整備なり、そういう検討は必要かと思い

ますけれども、ここでの確認事項といたしましては、新市の設置に

当たって組織機構を入れる上で、庁舎を新たに整備しなければなら

ないと、そういう必要はないといいますか、今の庁舎で組織機構を

入れていこうと、そういうことでのご確認をいただきたいというこ

とでの調整案でございます。 

 以上です。 

 

  中村議長   亀井委員さん、わかりましたか。 

 いわゆるすぐに建てるということではなしに、現有の庁舎でこの
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伊予方式の事務がとれるということで、ここへ上げさせていただい

たという確認です。 

 ですから、庁舎を建てる、建てんは、いわゆる１０年間の計画の

中へは入れておるけれども、それは建てる必要がないと言えばまた

そういうこともやめてもいいわけですけれども、これと事務所の方

式というのは、また事務所を建てて、そしたらそこへ入ってその事

務を続けますよということでありますと、非常に時間がかかるでし

ょう。ですから当分は今の事務所を使うということでいいんじゃな

いかと私も思うんですが。 

 どうぞご意見ください。 

 

  亀井委員   ようわかったようなわからんような説明だったんですが、要はこ

の計画自体１０年の計画ということで、最初からスタートしている

わけですよね。建設計画は１０年ですから、もしその間に建てかえ

なければならない、老朽化が著しくなっているということであれば、

あえてこういう表現をしなくても、ここに一番先にこれを持ってく

ると、そのまま１０年使うんだというようなことの解釈になってし

まいやせんかと思うんですけれど。それともそのスタート時の確認

というだけなんですか。 

 

  中村議長   ということでいいんじゃないですか。スタート時の確認。 

 この協議会としてそこがスタートできれば、新しい町の中でその

計画の中で執行していくということでいかがでしょうか。 

 

  亀井委員   いつの席やったか忘れたんですが、結局そうなってくると、どこ
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の合併協議会でも庁舎をどこにするか、どの程度建てるかでかなり

もめているわけでございまして、その辺をやる、やらないも含めて

もう合併してからよと言われると、また大きな問題が出てくる可能

性もあるんですけれども、そのあたりは老朽化でもう使えない、南

海沖地震とかいろいろ予測されていますので、それの本庁舎が一番

先に崩れたんではいかんというふうな考えもありますし、どうして

ももたないというのであれば、何かを考えないかんと思いますし、

そのあたりをこの場である程度の議論は必要じゃないかなという気

はするんですけれども。 

 とりあえずどっちみち来年の３月まで庁舎は間に合いませんので、

今のに入らないかんというのはもう確定していますから、こういう

表現でもいいのかも知れんのですけれど、その建設計画の中身によ

りますと、早い時期に建て替えというような形になっておったと思

いますので、そうなってくるとある程度議論を、建てるか建てんか

という部分は議論をしておかないと、それ安い金額ではないと思う

んですけど、そのあたりはどうなんでしょうか。 

 

  中村議長   それがいわゆる建設計画なんですよね。このことにつきましては、

もう既に皆さんからそれぞれの市町から上がってきたものを審議な

しで県の方へ上げておるわけです。それをさらに煮詰めていくのが

これからの作業であると、そういう認識でいいんじゃないかと思い

ます。 

 はい。高梁委員 

 

  高橋委員   関連なんですが、この文章の表現方法なんですけれども、一応１
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０年間はこれで努力するというような表現になっておると思うんで

すよ。いろいろとやっているうちにいかん場合には、今言われるよ

うに改修なり新築なりするようになるかと思うんですが、これ前提

にということはこれを目標にするわけですから、一応このままずっ

ともつようであればこのままいくというような表現に思われるんで

すが、違うんですか。 

 

  中村議長   そのためにじゃね、いわゆる新市の計画の中に庁舎を建てるとい

う伊予市から１５億円の金額が入っておったでしょう。あのことが

将来それをどうするかという一つの大前提になるわけなんです。 

 これは、だからここ１０年間の間にもし建てかえるということに

なれば、あの前提がなければ、いわゆる特例債が使えないというこ

とで、ですからあそこへ上げておる。だから１０年間の間にどうす

るかということは、これからの新市の計画の中で煮詰めていくわけ

です。だけど、当分は今の庁舎を使おうということでありますので、

我々協議会としては、そこに足がかりさえつけておったらいいんじ

ゃないかということであります。 

 わかりますか。 

 

（「わかります」の声あり） 

 

  中村議長   ほかにございませんか。 

 はい、どうぞ、中嶋委員さん。 

 

  中嶋委員   双海の中嶋でございますが、２４ページの組織構造図、これはこ
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のように並列で書きますと、地域事務所がそれぞれ３つあって新た

にいわゆる主たる事務所ができるように勘違いをされると思うんで

すが、そこら辺をもっと説明をされておったらいいんじゃないかと

いう感じを持っています。 

 それは、２１ページに本庁の主な役割ではっきりその③で、旧○

○地域における地域事務所機能、これもいわゆる本庁を置いたとこ

ろの本庁とあわせてやっていくんだと、ここで先にうたっておいで

るということを理解していないと、これはちょっとわかりにくいな

と思うんです。 

 これは、ほかのことで言うと今の時点では語弊がありますから、

私が所属している双海のことでしか言いようがないんでございます

が、双海町が本庁になった場合、例えばですよ、いわゆる双海町が

双海町の総合庁舎として双海地域の総合支所的な機能を果たしつつ

本庁的な機能もあわせ持つ──どちらが先かは別として──そのよ

うに理解しておかないと、この２４ページはこれ誤解されるんじゃ

ないかな、という気がいたします。 

 以上でございます。 

 

  中村議長   それでも、そうしたらこれがどこの事務所に本庁がいくかによっ

てそこが変わるということでありまして、あくまでもそれぞれに地

域事務所がありますよということの方が、かえって誤解を招かれん

のじゃないかということで、あえてこういう図式をしたんじゃない

かと私は思うわけですが、そのあたりを含めて。 

 

  中嶋委員   ものを表示すれば確かにこのような表示しかできないと思うんで
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ございます、今の時点では。がしかし、そういう説明が言葉であっ

たらいかがかなと思って申し上げたわけでございますが、次これこ

の内容的なことでございますが、これは２２ページにはっきり出て

おるわけでございます。 

 いわゆる真ん中の方で小さい活字になっていますが、いわゆる第

１期、１年から３年目、これから合併して３年目までぐらいが大体

こういう実質的な組織機構図でいくんじゃないかなといったような

感じを受けます、この説明から。そして４年、５年目ではいわゆる

地域住民の自主的な活動拠点へ総合事務所が移っていく、その過渡

期になっていく。そして６年目からはさっき言ったような最終目的

へ近づいていくといったようなことで、総合支所、これも機能を持

つといいましても、はっきり申し上げて、このよそのことでは言え

ませんから双海のことで申し上げますが、双海地域事務所では、例

えば総務調整課があっていろいろ係がずっと書いてありますが、こ

れはそれぞれに係を１人ずつ置いてもそういう機能は持つことがで

きますし、例えば極端に言えば１人の職員を置いてそれぞれに兼務

させてもこの機能は持つことができるわけです。いわゆるその総合

事務所の機能の問題は程度になってこようかと思うんです。いわゆ

る兼務、兼務でいけばごく少数の数でこの総合機能は果たすことが

できる。しかし、程度は正直言って連絡程度の機能しか期待できな

い。これが人員配置がかなり充実しとれば、名実ともに総合支所的

な機能が発揮できる。問題はその機能の程度がどう変化していくか、

ここらが非常に大切なところだと思っております。 

 その辺についてのご説明を賜ったらと思います。 
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  中村議長   まだこれからではあろうと思うんですが、今合併当初からこの６

年以降の中でどのように変わるか、いわゆる職員の中で団塊の世代

というのがあるんですね。これが５年ぐらいから大体大幅に減る時

期があるんですね。その辺で職員の整理が大分できるということで、

やはり減ったから全部採用せんというわけにはいかんので、３分の

１にするか半分にするかという時期が私はあると思うんですが、そ

ういう極端に減るということではないと思いますので、そこをちょ

っと想定図で説明してやってください。 

 和田局長。 

 

  和田局長   ただいまご指摘があった点で、まずこの地域事務所を３つ、それ

から主たる事務所というふうに４つ図を挙げておりますのは、考え

方として理念上こういう配置になるということで、じゃあそれぞれ

のこの機構図のままに人が張りつくんであれば、やはり効率化が難

しいであろうということは当然ありますので、どうやって効率化を

するかということで、それぞれの地域事務所内でできるだけ部課の

統合はしていこうということで、中山町、双海町においては、現在

１１課あるものが５課になっておるというようなことがあります。

これも５課でいいのかどうかということは、なお、今後協議する必

要がありますけれども、とりあえずこういうようなこの程度の統合

はできるんではないかという案であります。 

 それぞれの地域事務所内で統合して効率化しておくという面が一

つと、それから、じゃあ主たる事務所についてはそれだけの機能を

別に人が担当すべきかというと、それは効率的でないのでどこかの

地域事務所に一緒に統合しようと。統合した場合には、職員が、じ
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ゃあ中で、ここからが地域事務所でここからが本庁機能というよう

なことで人が分かれるかというと、これもやはり人も兼務できる分

については兼務をしていかないと効率化ができないであろうと。そ

ういう意味で、効率化をしながら、しかも地域の公共サービスの拠

点として位置づけていこうという考え方であります。 

 段階的に整備していくといいますのは、どうしても、今単純に予

想しておりますのは、合併当初は恐らく余剰人員が出るのではない

かと。次第に適正人数まで減らしていくというようなこともありま

すので、そういう現実的な人員配置の問題、それから地域のサービ

スについても順次整備していく必要があると。そういうようなこか

ら段階的に整備をしていって、おおむね５年ぐらいをかけて定着を

させていきたいと。 

 基本方針としては、常に効率化を見直していこうということは、

組織機構を見直して効率化に努めるということは基本方針でありま

すので、そのとき、そのときの課題には対応していく。ただ、大き

な方針として５年ぐらいをかけてこういう方式を定着させていきた

いということであります。 

 人員が、じゃあどれだけ残るのかということにつきましても、今

の段階では、何人ぐらい残りますというような具体的なご提示はで

きませんけれども、当面は考え方としては管理部門が統合されると

いうことですから、それ以外のところは基本的には今の事務所に残

るということでスタートすることになるかと思います。 

 以上であります。 

 

  中村議長   わかったようなわからんような。どうでしょうか。 
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 もっと補足できる者がいましたら。 

 はい、高橋委員さん。 

 

  高橋委員  これは一応４つに分けてはいますけれども、言えば本庁機能を持つ

ところと地域事務所を統合する計画、そういう案もあるということ

ですが、一応これは案で検討しているんで、将来的にはこうという

ことは、まだある程度やってみなければわからないところも出てく

るんじゃないかと思うんですよ。だんだんやっぱり人員が減っても

構わんところ、それからある程度増やさなきゃいけないというとこ

ろもあると思いますので。 

 ただこの今の双海の委員さんが言われている本庁機能の部分、こ

れは４つも要らんのじゃないかというのは一応、統括管理部門を抜

き出して一応説明しているということなんだと思っております。だ

から３つのいえば地域事務所を統括するために、一応名前が上から

ずっと財政から民生、そういうものを載せているということだと思

うんですが、それでいいんでしょう。 

 

  中村議長   事務局。 

 

  和田局長   正確にいいますと、統括ということじゃなくて一応、本庁機能と

地域事務所機能とは役割分担をした上でいうことですから、連絡調

整する機能は要りますけれども、主たる事務所、本庁がその地域事

務所を統括するという考え方ではございません。連絡調整をすると

いうことでご理解いただいたらと思います。 
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  中村議長   とにかく我々が伊予方式、分散型まちづくりというのが、これが

我々の合併の理念でございますので、できるだけそれぞれの地域事

務所をやはり機能を持たせていくということが、何年続けられるか

はわかりませんけれども、できるだけそういう方向で続けていくと

いうことが、我々としては最初からの皆さん方との約束事でござい

ますので、これが６年後からはどうなるかということについても、

できるだけ効率を進めながら今の機能を持たせていこうということ

には変わりないわけですから、極端に減るということはないと思い

ます。 

 はい、どうぞ。 

 

  亀井委員   ちょっとわからない点があるんで説明いただきたいんですが、２

３ページの一番上、現状の職員数なんですが、中山町が１３０名、

パート、嘱託を全部入れてということなんですが、双海町が１０１

名と。中山町の方が人口は１，０００人ばかり少ないんじゃないか

と思うんですけれども、これ数字が合っているであればどこでこの

差が出たのか説明いただきたいんですが。 

 

  中村議長   それでは事務局。どうぞ。 

 

  西岡主任   中山町の方には歯科診療所、それから一般の診療、佐礼谷診療所

の方がございまして、これが職員として扱われております。その人

数の方が職員としまして８名、臨時が１名、嘱託が２名、パートが

１名ということで合計１２名、双海町より多くなっております。主

にはその診療所関係の職員が増ということになっております。 
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  中村議長   亀井さん、ようございますか。皆さん、副会長、上田さんどうど

うですか。この組織機構、異議ないですか。 

 ご異議がないようでございますので、このような組織機構で今後

進めていきたいということでのご確認がいただけましたでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

  中村議長   それではご異議がないようでございますので、確認をさせていた

だきました。 

 次に、協議第１０号新市の事務所の位置（主たる事務所の位置）

についてを議題といたします。 

 事務局、説明を求めます。 

 

  西岡主任   資料の２６ページをご覧ください。 

 協議第１０号新市の事務所の位置（主たる事務所の位置）につい

て。新市の事務所の位置、主たる事務所の位置について次のとおり

確認を求めるということで、下記以降ですけれども、これもこれか

らご協議をいただくということで空欄とさせていただいております。 

 次のページ、２７ページをご覧ください。 

 新市の事務所の位置についてですけれども、新市の事務所の位置

は条例で定めることとされているため、新設合併の場合は新たに条

例でこれを定めることになります。そのため、あらかじめ合併協議

会の場で協議していただく必要があるということでございます。 

 事務所の位置については、住民の利用に最も便利であるように、
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交通の事情、他の官公署との関係について適正な配慮を払わなけれ

ばならないと地方自治法に規定されております。 

 なお、第１回協議会において、新市の事務の方式は伊予方式、総

合支所を基本とした新しい方式とするということが確認されており

ますので、事務の方式を踏まえて検討する必要があるということで

ございます。 

 また、今伊予方式についてですけれども、これにつきましてはこ

の前の協議事項で組織機構、また詳しい具体的な内容をご説明させ

ていただきましたので、このこともあわせて踏まえましてご検討い

ただきたいと考えております。 

 それから、地方自治法──真ん中どころに記載しておりますけれ

ども、第４条第２項の住民の利用に最も便利であるようにというと

ころを考慮しなければならないとなっておりますけれども、当協議

会におきましては、今の現有の庁舎で住民の方はすべてある程度サ

ービスは受けられるということでございますので、余り考慮をする

必要はないのかと考えております。 

 次に右のページですけれども、こちらの方に第１回の協議会でご

確認をいただきました伊予方式についての資料を掲載させていただ

いております。簡単にご説明させていただきます。 

 まず、概念図ですけれども、このように伊予方式につきましては

地域事務所が３つ、そして主たる事務所というふうにこの横並びの

組織であるということ、そして地域事務所には総合窓口、農林水産、

土木、地域振興、広聴、住民自治支援等の業務を配分し、旧市町を

所管区域とするということにしております。主たる事務所について

は、三役、議会、行政委員会のほか、管理統括部門を配分するとい
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たしております。 

 下ですけれども、（１）といたしまして、主たる事務所（本庁）と

地域事務所（総合支所）の設置。管理統合機能（本庁機能）を主た

る事務所に置き、旧市町を所管区域として総合支所機能を持つ地域

事務所を設置するというものでございます。 

 （２）集中統合する事務を地域分散する事務との効果的配分とい

うことで、新市の統一的な業務、全域にわたる業務、対外的な業務

を本庁機能として主たる事務所へ配分する。住民の利便性の高い業

務、参加機会が多い業務、地域的課題・需要に関する業務、現場に

かかわる業務を総合支所機能として地域事務所に配分する。 

 （３）として、効率的な行政運営。電算システムの活用により事

務の効率化と人件費の削減、効果的な事務推進、適正な人事配置と

職員資質の向上、自治基本条例の制定による参画と協働のまちづく

りなど、行財政改革を推進する、というのが伊予方式でございます。 

 ご協議いただきお願いいたしたいのは、この主たる事務所、これ

につきましては統括する部門であるということで、この主たる事務

所の位置が新市の事務所の位置となろうかと考えております。そし

て、先ほど組織機構の方でご説明させていただきましたように、個

別整備方針の中に、いずれかの地域事務所にこの主たる事務所は設

置するということで、統合するということを基本方針に入れており

ます。そしてご確認をいただいたところでございます。 

 ですから、この主たる事務所をどこの庁舎に統合するか、そして、

その統合された庁舎が主たる事務所の位置となるのではないかと考

えておりますので、ご協議をいただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 
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  中村議長   ただいま新市の事務所の位置（主たる事務所の位置）について、

事務局から説明をいたさせました。 

 このことについてご質問、ご意見を伺いたいと思います。 

 田中委員さん。 

 

  田中委員   新市の事務所の位置は伊予市とするで構わないと思います。とい

いますのが、それぞれの中山、伊予市、双海につきましては、伊予

市が一番の人口の中心でありますし、やはりこっちの方が有利かと

思いますので、伊予市とするで構わないと思っております。 

 よろしくお願いいたします。 

 

  中村議長   わかりました。 

 岡田委員さん。 

 

岡田（博）委員  双海の場合も皆さんの意見が伊予市でお願いしようということに

なりましたので、それでよろしかろうと思います。 

 

  中村議長   わかりました。 

 日野委員。 

 

  日野委員   ただいま中山町さん並びに双海町さんから、主たる事務所、本庁

は伊予市でよろしいという大変ありがたいご発言をいただきました。

ありがたく受けとめたいと思っております。 
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  中村議長   そのほかご意見がございましょうか。 

 本来でしたら、場所を挙げてといいましょうか、確認をすべきで

ございますけれども、伊予市の場合、伊予市庁舎という表現がいか

がかと思うんですが、そのようなことにさせていただいてようござ

いましょうか。 

 それでは、それぞれの市町からのご意見が出まして、伊予市の庁

舎を主たる事務所に充てるということでの確認をいただきたいと思

いますが、ようございましょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

  中村議長   はい、ありがとうございました。 

 それでは、伊予市庁舎といたしたいと思いますので、空白欄にお

入れいただきたいと思います。 

 続きまして、協議第１１号慣行の取扱いについてを議題といたし

ます。 

 事務局、説明をいただきます。 

 

  久保次長   お手元の第２回会議資料の２９ページをお開きください。協議第

１１号慣行の取扱いについて、ご説明をさせていただきます。 

 この件につきまして、分科会、専門部会及び幹事会で協議調整さ

れたものを提案するものでございます。 

 慣行の取扱いについて、次のとおり確認を求める。 

 記以降でございますが、慣行の取扱いについて。 

 １、市章については、新市において速やかに制定する。 
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 ２、市の花、市の木については、新市において必要に応じて制定

する。 

 ３、シンボルマークについては、新市において必要に応じて制定

する。 

 ４、キャッチフレーズについては、新市において必要に応じて制

定する。 

 ５、市民憲章については、新市において必要に応じて制定する。 

 ６、表彰については、新市において制度を制定する。 

 ７、宣言については、新市において必要に応じて制定する。 

 続きまして、附属資料について簡単に説明させていただきます。

別とじの第２回会議附属資料の１ページをご覧ください。 

 この附属資料では、３市町の事務事業の現状を並べ比較しやすい

ようにしております。 

 慣行の取扱いのうち、市町章の取扱いについては、各市町それぞ

れ市章、町章を制定しておりますけれども、現在、３市町の市章、

町章は、市町名やイメージを図案化したものでございます。したが

いまして、新市におきましても新市の名称が大きく影響してこよう

かと思われます。また、新市のシンボルとしてふさわしいものとす

るような取り組みも必要であろうかと考えておりますので、市章に

ついては、新市において速やかに制定するといたしております。こ

こでいう速やかに制定するとは、できる限り急いで制定するという

ことでございます。 

 続きまして２ページをお開きください。 

 市の花、市の木の取扱いでございますが、これにつきましても新

市のシンボルとなるもので、新市の特性などを踏まえながら新市に
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おいて必要に応じて制定するといたしております。ここでいう必要

に応じて制定とは、制定する、しないも含めて検討するでございま

す。 

 ３ページをお開きください。 

 シンボルマークの取扱いでございますが、シンボルホールは新市

のイメージや考え方が反映されている場合が多く、新市において定

めることが望ましいことから、新市において必要に応じて制定する

といたしております。 

 ４ページをお開きください。 

 キャッチフレーズにつきましては、中山町、双海町制定しており

ますが、この取扱いにつきましても新市において必要に応じて制定

するといたしております。 

 ５ページをお開きください。 

 市民憲章の取扱いでございますが、新市にふさわしい内容とする

ことが適当であるため、新市において必要に応じて制定するといた

しております。 

 ６ページをお開きください。 

 表彰及び名誉市民表彰の取扱いでございますが、表彰については

個人だけではなく団体も該当するよう選考基準を変え、新市におい

て制度を制定し、名誉市民表彰においても新市において制度を制定

するといたしております。ここでいう制度を制定するとは、制定す

る時期は決めないが、いずれかに制定するでございます。 

 次に、宣言の取扱いでございますけれども、それぞれ制定してお

りますが、新市におきましては、新市にふさわしい宣言であるかど

うか等を協議の上、新市において必要に応じて制定するといたして
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おります。 

 以上で慣行の取扱いについてご説明を終わります。ご審議のほど

よろしくお願いいたします。 

 

  中村議長   ただいまのそれぞれの市町の慣行についてご説明をいただきまし

たし、今後の対応については市章は新市において速やかに制定する

ということで、あとは必要に応じてとか、合併後の中でつくってい

ったらいいんじゃないかということになろうかと思います。 

 このことについてご質問をいただきたいと思います。ご意見もい

ただきたいと思います。 

 はいどうぞ。重松委員さん。 

 

  重松委員   これについては、これ慣行の取扱いということについて７項目ほ

どございますが、これ余り急がんでもいいのではなかろうかと思い

ますので、これは合併してからでもいいことが大部分ではなかろう

かと思いますが、ひとつこれも住民が大いに参加していただくとい

うことでの公募を基本とすべきこと、何と言ってもそうした方がい

いんじゃなかろうかと思いますが、そのあたり協議をお願いします。 

 

  中村議長   事務局、特に急ぐものがあるのか、この市章あたりが合併に必要

なのかどうかというあたりも含めて。 

 はい、どうぞ。 

 

  久保次長   市章については、公募をしていきたいというふうに調整が出てお

ります。以外については、新市において必要に応じて制定するとい
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うふうなことでございます。 

 

  中村議長   この時期。合併後でいいのか、それとも新市誕生と同時にこの市

章が要るのかあたりも含めて。 

 

  久保次長   市章については、合併日以降にセレモニーがあろうかと思います。

そのときに間に合うように公募もしていきたいというふうに考えて

おりますが、当然、新市においてはすぐ取りかかるということは難

しゅうございます。ですから、合併前に準備できるものは準備しま

して、セレモニーに間に合うようにしていきたいなというふうに考

えております。 

 

  中村議長   何かございますか。 

 どうぞ、重松委員。 

 

  重松委員   とりあえず市章については早い方がいいというようなことでござ

いますので、それぞれの時期、時期を事務局の方で一応スケジュー

ルを持ってもらって、すべて私は公募を基本にしてということにし

ていただきたいと思います。 

 以上です。 

 

  中村議長   ちょっと待ってください。すべてというわけにはいかないのでは

ないかな。 

 ちょっと事務局案。 
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  久保次長   構いませんか。すべてというのは少し難しゅうございまして、市

民憲章とか表彰制度とか、そこらあたりなどすべて公募とか、そう

いうのは難しゅうございまして、やはり市章ぐらいではないかとい

うことで調整案が出ております。よろしいでしょうか。 

 

  中村議長   市の花とかシンボルマークとか、こういうのはいいじゃないかと

思いますよ。キャッチフレーズにしてもやね。 

 それじゃ、できるだけ市民のご意見もいただくということで、皆

さん方のご了解をいただきたいと思いますが、このことについて事

務局案どおりご確認いただけましょうか。 

 はい、どうぞ。 

 

  西岡委員   今ここでもちょっと２、３人で話しておったんですけど、市章と

それからシンボルマークですか、シンボルマークなんかも公募する

のにふさわしい項目じゃないかと思いますが、事務局どうでしょう

か。 

 

  和田局長   ここに掲げておりますのは、これがなければ新市の施行ができな

いというものではございませんので、新市になってから新市の新し

い条件に従って決めようということで、新市においてというような

調整案にしております。それで、制定方法につきましては、できる

だけ住民の方の意向を反映するとか、そういうことは必要であると

思いますので、公募が可能なものについては、まずそういうことを

基本的に考えるということで、そういう方針でまた検討、考えてお

きたいと思います。 
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 中にはいろいろ技術的な、例えば宣言等においても議会の手続と

かそういうものもあるかと思いますので、基本的には住民の方の意

向が反映できる方法でということを基本にするということで、ご理

解いただきたいと思います。 

 

  中村議長   はい、今、事務局から申し上げましたように、できるだけ公募を

採用したいということで、この慣行取扱いについて皆さん方のご了

解をいただけましょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

  中村議長   はい、それではこのことについて皆さん方のご確認をいただきま

した。 

 それでは次にまいります。協議第１２号各種事務事業（情報公開

関係）の取扱いについてを議題といたします。 

 事務局、説明を求めます。 

 

  久保次長   ３０ページをお開きください。 

 協議第１２号各種事務事業（情報公開関係）の取扱いについて、

ご説明させていただきます。この件につきましても、分科会、専門

部会及び幹事会で協議調整されたものを提案するものでございます。 

 各種事務事業（情報公開関係）の取扱いについて、次のとおり確

認を求める。 

 記以降でございますが、各種事務事業（情報公開関係）の取扱い

について。 
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 １、情報公開については、合併時に制度を制定する。 

 ２、市長の資産公開については、合併時に制度を制定する。 

 ３、個人情報保護については、新市において速やかに制度を制定

する。 

 続きまして、附属資料について簡単に説明させていただきます。 

 先ほどの会議附属資料７ページをご覧ください。 

 情報公開制度について、条例、実施機関、対象文書、公開請求者

について、３市町の現状が記入されておりますけれども、内容につ

きましては、ご覧のように３市町ともあまり違いはございません。 

 具体的な調整内容として、７ページから９ページの内容を含め１

日も空白期間が許されないことから、合併時に制度を制定するとし

ております。 

 ８ページですが、ここでは公開請求に対する決定、情報提供の拡

充、非公開決定に対する救済措置について、３市町の現状が記入さ

れておりますが、公開請求に対する決定の延長限度日数は、伊予市、

中山町は６０日、双海町のみ３０日となっております。 

 具体的な調整内容につきましては、公開請求に対する決定の延長

限度日数は６０日とするでございます。この６０日といたしました

のは、１点目は、県内の各市を参考にしたものでございます。２点

目は、合併をすることによって人口規模が大きくなるため、どの程

度情報公開の請求があるか予測できない点もあるなどを勘案して、

最長で６０日が適当ではないかということでございます。しかし、

この６０日は最大限ということでございまして、これより早く処理

をするということは当然、課せられた責任であると受けとめており

ますが、先ほど言いましたような理由に基づきまして６０日という
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ことにさせていただきました。 

 ９ページでございます。 

 費用、出資法人の情報公開、情報公開審査会について、３市町の

現状が記入されています。費用につきましては、３市町とも最低の

費用を住民の方々に負担をしていただこうと定めておりまして、そ

れぞればらつきがございます。写しの大きさによって費用が異なり

ますので、中山町は詳細に細分化しておりますことから、具体的な

調整内容につきましては中山町を参考に、写しの大きさ等により細

分化して定めるということでございます。 

 出資法人の情報公開については、３市町の相違点として、中山町、

双海町は出資法人の情報公開について定めておりますが、伊予市で

は定めていないということでございます。出資法人の情報公開につ

いて定めるべきであろうということでありますので、具体的な調整

内容としまして、出資法人の情報公開について合併時に定めるとい

たしております。 

 続きまして、下段の情報公開審査会について、３市町の現状が記

入されています。委員につきましては、３人以内でありますと１人

欠席した場合、非常に責任が重くなり公正な判断ができなくなるお

それがあがるのではないかということで、具体的な調整内容は、委

員は５人以内とする。報酬につきましては、３市町同じでございま

すが、各種委員の報酬等も関連しますので、具体的な調整内容につ

きましては、委員報酬は各種報酬、費用弁償で一括協議をする。任

期につきましては、伊予市、中山町の例にならいまして、具体的な

調整内容につきましては任期は２年とするでございます。 

 １０ページと１１ページには、市長の資産公開制度について記入
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しております。 

 まず１０ページには、資産等報告書等の作成、所得等報告書の作

成、関連会社等報告書の作成、資産等報告書等の保存及び閲覧につ

いて、３市町の現状が記入されておりますけれども、具体的な調整

内容としましては、合併時に制度を制定するといたしております。 

 １１ページでは、資産等報告書の閲覧に関する要綱について、３

市町の現状が記入されております。具体的な調整内容としましては、

合併時に閲覧に関する要綱を制定するといたしております。 

 １２ページでは、個人情報保護制度について３市町の現状が記入

されておりますが、個人情報の保護制度とは、行政の適正かつ円滑

な運営を図りつつ、個人の権利、利益を保護するものです。ＩＴ化

の進展によって個人情報に関する処理時間の短縮等によって、行政

サービスが向上した反面、個人情報に対して慎重な取扱いが求めら

れるようになりました。こうしたことに対処するために、個人情報

保護の仕組みを確立する必要があるということで、具体的な調整内

容としましては、新市において速やかに制度を制定するといたして

おります。 

 以上でご説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

  中村議長   ただいま事務局から、情報公開関係の取扱いについての説明をい

ただきました。 

 この件につきましてご質問、ご意見等を伺いたいと思います。 

 格別ご意見もないようでございますので、この協議第１２号各種

事務事業（情報公開関係）の取扱いについては、原案のとおり確認

することでご異議ございませんでしょうか。 
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（「異議なし」の声あり） 

 

  中村議長   はい、ご異議なしということで、１２号につきましては原案のと

おり確認をさせていただきました。 

 次に、その他の議題になりますが、第３回会議の日程についてを

事務局に説明をいただきます。 

 

  和田局長   会議資料の３１ページをお願いいたします。 

 第３回、次回の協議会日程でございますけれども、会議運営事項

申し合わせ事項として、原則として第２木曜日の午後２時というこ

とがうたわれておりますので、現在のところ６月１０日午後２時、

１４時から、場所は伊予市でということでお願いしたいと考えてお

ります。 

 また、会場の都合、資料の整理状況等を調整いたしまして、文書

でご案内したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

  中村議長   この件について、ご意見、ご質問はございましょうか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

  中村議長   ないようでございます。 

 それでは、本日の議題はこれですべて終了をいたしました。 

 会議録署名委員さんには、会議録が調整できましたら連絡をいた

しますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 
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 委員の皆さん方には大変長時間ご苦労でございました。これで議

長の職を解かさせていただきます。ありがとうございました。 

 

  坪内主任   これをもちまして、第２回の会議を終了いたします。 

 皆様、ご起立をお願いいたします。 

 一同、礼。 

 どうもありがとうございました。 
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